
令和８年度（令和８年１０月１日採用） 

京丹波町職員採用試験実施要項 

 

１　職種・採用予定人員・受験資格 

　前記の受験資格にかかわらず、地方公務員法第１６条（欠格条項）の各号のいずれか

に該当する人は受験できません。 

（欠格条項） 

①拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

②京丹波町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条までに

規定する罪を犯し刑に処せられた者 

④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

（※１）事務職Ａ　実務経験について 

①実務経験内容についての指定はありません。 

②雇用形態（正規・非正規）は問いませんが、週の所定労働時間が３０時間以上の勤

務を１年以上継続して就業していた期間が該当します。複数の場合は、通算するこ

とができます。経験年数は、採用時点の見込みで３年以上の場合を含みます。 

③休業等（病気休職、育児休業等）で実際に実務に従事しなかった期間が１か月以上

ある場合は、その期間は除きます。 

④最終合格者のみ職務経験年数の確認のため職歴証明書を提出していただきます。な

お、必要な職務経験年数が確認できない場合は、受験資格が無かったものとして合

格を取り消します。 

 

 
職種

採用予定

人数
第１次試験科目 受験資格

 

事務職Ａ 若干名
職務能力試験 

職務適応性検査

昭和６１年４月２日以降に生まれた人

で、民間企業等で実務経験が３年以上あ

る人。（※１）

 

養護教諭 １名
職務能力試験 

職務適応性検査

平成８年４月２日以降に生まれた人で、

養護教諭免許を有する人。

 

管理栄養士 １名
職務能力試験 

職務適応性検査

昭和６１年４月２日以降に生まれた人

で、管理栄養士免許を有する人。

 

土木技術職Ａ
１名 

程度

職務能力試験 
職務適応性検査

昭和５１年４月２日以降に生まれた人で

以下のいずれかに該当する人。 

①学校教育法に基づく高等学校以上の学

校で土木に関する専門課程を卒業した

人。 

②土木施工管理技士（１級又は２級）、測

量士又は測量士補の資格を有する人。

 
看護師 １名

職務能力試験 
職務適応性検査

昭和６１年４月２日以降に生まれた人

で、正看護師免許を有する人。



２　第１次試験 

（１）日時　令和８年６月７日（日） 

午前９時３０分から午前１１時２５分まで 

 

（２）場所　京丹波町役場（京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野４８７番地１） 

 

（３）試験内容 

 

３　第２次試験 

（１）日時　令和８年７月５日（日）に実施予定 

 

（２）場所　京丹波町役場　会議室 

 

（３）試験内容 

　　　　個別面接試験 

 

４　受験手続及び受付期間 

（１）受験申込書は、京丹波町役場（総務部総務課人事秘書係）、瑞穂支所及び和知支

所でお渡しします。受験申込書は、京丹波町ホームページからもダウンロードでき

ます。 

 
（２）受験申込書に必要事項を記入の上、次の書類と一緒に提出（郵送）してください。 

 
（３）受付は、令和８年４月２８日（火）から令和８年５月１９日（火）までの期間（土

曜日、日曜日、祝日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで）とします。 

郵送の場合は、必ず「簡易書留」とし、封筒の表に「職員採用試験」と朱書きし、

５月１９日（火）午後５時１５分までに総務部総務課人事秘書係に到着するように

発送してください。 

 

 

 試験科目 内　容
 

職務能力試験

択一式筆記試験です。出題数は６０題で、試験時間は６０分で

す。論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の

資料を分析する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するた

めの基礎的な問題です。 
※基礎的な内容が出題されます。 
※「国内外の社会情勢への理解等」の問題では、公的部門の職員とし

て必要な基礎知識（社会常識や義務教育の中で学んだことなど）や、

ニュース等で報道された内容が出題されます。

 
職務適応性検査 公務員としての職業生活への適応性について、検査します。

 

提
出
書
類

受験申込書（写真貼付）

 
受験票（写真貼付）

 
最終学校卒業証明書（卒業証書の写し可）

 資格を証明する書類（写し） 

（※受験資格に資格又は免許を有することが必要な場合のみ）



（４）受験票は、受付の上、後日返送します。 

受験票が、６月１日（月）までに届かない場合は、総務部総務課人事秘書係まで

問い合わせてください。 

 

５　合格発表 

（１）第１次試験合格発表 

　　　令和８年６月２３日（予定）午前１０時から京丹波町ホームページに合格者の受

験番号を掲載します。 

　　　あわせて、第１次試験合格者に文書で通知します。（第２次試験の日程もお知ら

せします。） 

 

（２）最終合格発表 

第２次試験の結果に基づいて合格者を決定の上、令和８年７月下旬に合格者に文

書で通知します。あわせて、京丹波町ホームページに合格者の受験番号を掲載しま

す。 

※電話等による合否の問い合わせには一切応じられません。 

 

６　採用及び給与 

（１）この試験の最終合格者は、「京丹波町職員採用候補者名簿」に登載され、必要に

応じ採用が決定されます。採用予定日は、令和８年１０月１日です。 

※採用は、原則として令和８年１０月１日ですが、欠員状況により、本人と調整の上、採用

時期が早まる場合があります。 

 

（２）給与は、京丹波町職員の給与に関する条例等に基づき、給料及び手当を支給しま

す。令和８年４月１日現在の初任給は以下のとおりです。（※地域手当を含む） 

 

看護師以外 

（大学新卒）　　　　　　２４８，２４０円 

（短大新卒）　　　　　　２３１，６５５円 

（高校新卒）　　　　　　２１４，３２１円 

看護師（短大３新卒）　　　２８１，８３８円 

 

　※学校卒業後に勤務経験がある人は、職歴等に応じ、一定の基準により加算されます。 

※採用前に給与改定があった場合は、その定めるところによります。 

 

７　試験結果の開示 

試験の結果について、下記のとおり所定の書面により開示請求することができます。

試験結果の開示は本人のみに行いますので、受験者本人であることを証明する書類（受

験票、運転免許証等）を持参のうえ、受験者本人が直接請求してください。 

なお、電話、郵便等での請求は行えません。 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 請求できる人 この試験を受験し、不合格となった人
 開示内容 総合得点及び総合順位（第２次試験は、総合順位のみ開示）
 開示期間 合格者の発表を行った日から２週間
 開示場所 京丹波町役場



８　その他 

（１）提出書類等により町が収集する個人情報は、採用試験及び採用事務の目的以外に

は一切使用しません。提出いただきました書類につきましては、返却できませんの

でご了承ください。 

（２）災害等により、試験日程等を変更する場合は、当日の午前７時までに京丹波町ホ

ームページ（https://www.town.kyotamba.kyoto.jp）に情報を掲載しますので、ご確

認ください。 

 

９　問合せ・郵送先 

　京丹波町役場　総務部総務課人事秘書係 

　　　〒622－0292　京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野４８７番地１ 

　　　　　　電　話　０７７１－８２－０２００（代表） 

０７７１－８２－３８００（直通） 

　　　　　　ＦＡＸ　０７７１－８２－２７００ 



 
【試験会場案内図】 

 
　ＪＲ山陰本線　　園部駅下車　　 

中京交通バス（園福線桧山方面）で２０分（丹波自然運動公園前　京丹波町役場前

下車）　徒歩３分 

 

　自動車 

　　京都縦貫自動車道　丹波ＩＣ出口から約６分（２ｋｍ）


